
横 浜 市 庁 舎 駐 車 場 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。 

   平 成 21 年 ３ 月 27 日  

                    横 浜 市 長  中 田  宏   

横 浜 市 条 例 第 16 号  

   横 浜 市 庁 舎 駐 車 場 条 例 

（ 設 置 ） 

第 １ 条  来 庁 者 及 び 市 民 等 の 利 便 に 資 す る よ う 、 駐 車 場 法 （ 昭 和 32

年 法 律 第 106 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 路 外 駐 車 場 と し て 、 庁

舎 駐 車 場 （ 以 下 「 駐 車 場 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。 

２  駐 車 場 の 名 称 及 び 位 置 は 、 別 表 の と お り と す る 。 

（ 供 用 時 間 等 ） 

第 ２ 条  駐 車 場 の 供 用 時 間 、 入 出 場 す る こ と が で き る 時 間 そ の 他 の

そ の 供 用 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。 

（ 駐 車 す る こ と が で き る 自 動 車 ） 

第 ３ 条  駐 車 場 に 駐 車 す る こ と が で き る 自 動 車 は 、 規 則 で 定 め る 。 

（ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 ）  

第 ４ 条  次 に 掲 げ る 駐 車 場 の 管 理 に 関 す る 業 務 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 244 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 指 定 管 理

者 （ 同 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 行 わ せ る

も の と す る 。  

(1)  駐 車 場 の 利 用 に 関 す る こ と 。  

(2)  駐 車 場 の 施 設 及 び 設 備 の 維 持 管 理 に 関 す る こ と 。  

(3)  そ の 他 市 長 が 定 め る 業 務  

２  市 長 は 、 指 定 管 理 者 を 指 定 し よ う と す る と き は 、 特 別 の 事 情 が

あ る と 認 め る 場 合 を 除 き 、 公 募 す る も の と す る 。  

３  指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る も の は 、 事 業 計 画 書 そ の 他

規 則 で 定 め る 書 類 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  



４  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 を 審 査 し 、 か つ 、 実

績 等 を 考 慮 し て 、 駐 車 場 の 設 置 の 目 的 を 最 も 効 果 的 に 達 成 す る こ

と が で き る と 認 め た も の を 指 定 管 理 者 と し て 指 定 す る 。  

（ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 の 公 告 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 指 定 管 理 者 の 指 定 を し た と き 、 及 び そ の 指 定 を 取

り 消 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 公 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 利 用 料 金 ） 

第 ６ 条  駐 車 場 を 利 用 す る 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。 ） は 、 指 定

管 理 者 に 対 し 、 そ の 利 用 に 係 る 料 金 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。

） を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 

２  利 用 料 金 は 、 １ 台 に つ き 駐 車 時 間 30 分 ま で ご と に 300 円 の 範 囲

内 に お い て 、 指 定 管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 定 め る も の と す る 。 

３  利 用 者 は 、 駐 車 場 か ら 自 動 車 を 出 場 す る と き に 利 用 料 金 を 納 付

し な け れ ば な ら な い 。 

（ 利 用 料 金 の 減 免 ） 

第 ７ 条  指 定 管 理 者 は 、 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 利 用 料 金 の 全 部 又 は

一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。 

（ 利 用 料 金 の 不 返 還 ） 

第 ８ 条  既 納 の 利 用 料 金 は 、 返 還 し な い 。 た だ し 、 必 要 が あ る と 認

め ら れ る 場 合 又 は 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 指 定 管 理 者 は 、 そ の 全 部

又 は 一 部 を 返 還 す る こ と が で き る 。 

（ 入 場 の 拒 否 ） 

第 ９ 条  指 定 管 理 者 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 駐 車 場 へ

の 入 場 を 拒 否 す る こ と が で き る 。 

(1)  駐 車 場 の 構 造 上 、 自 動 車 を 駐 車 す る こ と が で き な い と き 。 

(2)  自 動 車 が 発 火 性 又 は 引 火 性 を 有 す る 物 品 そ の 他 の 危 険 な 物 品

を 積 載 し て い る と き 。 



(3)  駐 車 場 の 施 設 、 設 備 等 を 汚 損 し 、 又 は 損 傷 す る お そ れ が あ る

と き 。 

(4)  前 ３ 号 に 定 め る も の の ほ か 、 駐 車 場 の 管 理 に 支 障 を 及 ぼ す お

そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き 。 

（ 禁 止 行 為 ） 

第 10 条  駐 車 場 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を し て は な ら な い 。 

(1)  他 の 自 動 車 の 駐 車 を 妨 げ る こ と 。 

(2)  駐 車 場 の 施 設 、 設 備 等 を 汚 損 し 、 又 は 損 傷 す る こ と 。 

(3)  み だ り に 火 気 を 使 用 し 、 又 は 騒 音 を 発 す る こ と 。 

(4)  前 ３ 号 に 定 め る も の の ほ か 、 駐 車 場 の 管 理 に 支 障 を 及 ぼ す お

そ れ の あ る 行 為 を す る こ と 。 

２  指 定 管 理 者 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 を し た 者 に 対 し 、 退 場 を

命 ず る こ と が で き る 。 

（ 委 任 ） 

第 11 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。 

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 

別 表 （ 第 １ 条 第 ２ 項 ） 

      名   称     位   置  

横 浜 市 市 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 中 区  

横 浜 市 鶴 見 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 鶴 見 区  

横 浜 市 神 奈 川 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 神 奈 川 区  

横 浜 市 西 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 西 区  

横 浜 市 中 区 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 中 区  

横 浜 市 南 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 南 区  

横 浜 市 港 南 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 港 南 区  



横 浜 市 保 土 ケ 谷 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 保 土 ケ 谷 区  

横 浜 市 旭 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 旭 区  

横 浜 市 磯 子 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 磯 子 区  

横 浜 市 金 沢 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 金 沢 区  

横 浜 市 港 北 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 港 北 区  

横 浜 市 緑 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 緑 区  

横 浜 市 青 葉 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 青 葉 区  

横 浜 市 都 筑 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 都 筑 区  

横 浜 市 戸 塚 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 戸 塚 区  

横 浜 市 栄 区 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 栄 区  

横 浜 市 泉 区 総 合 庁 舎 駐 車 場  横 浜 市 泉 区  

 


